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被災者生活再建支援法改正についての追加意見書 
 

 

２００７年（平成１９年）７月26日 

日 本 弁 護 士 連 合 会 
 

【意見の趣旨】 

 

 ２００８年（平成２０年）に改正が予定されている被災者生活再建支援法の改正法

を２００７年（平成１９年）３月１日以降に発生した自然災害に対して遡及的に適用

するべきである。 

 

 

【意見の理由】 

 

 現在、内閣府に設置された「被災者生活再建支援制度に関する検討会」（以下「検討

会」という。）において被災者生活再建支援法の改正が検討されている。当連合会は，

２００７年（平成１９年）６月２０日付で「被災者生活再建支援法改正についての意

見書」を提出し，住宅本体の補修費，建築費，購入費も支援の対象として認めるべき

こと，並びに，支出要件を緩和すべきことを求めた。当連合会の他にも，被災自治体，

関係団体等からも同趣旨の意見や提言等が提出されていることから，これらの趣旨が

十分に反映された検討がなされることを期待している。 

 ところで，上記検討会が発足し第１回検討会が開催された２００７年（平成１９年）

３月１日以降，能登半島地震（同年３月２５日），台風第４号被害（同年７月中旬）及

び新潟県中越沖地震（同年７月１６日）と，立て続けに大規模な自然災害に襲われた。

これら自然災害による被災地の被害はいずれも甚大であり，被災者は住居を失い生活

再建の目処が立たないなど過酷な状況を強いられている。 

 上記検討会では，このうち能登半島地震の被災地自治体及び被災者らのヒアリング

が行われたが，台風第４号と新潟県中越沖地震の被災者らの実態については必ずしも

十分な検討が行われたとは言い難い。被災者生活再建支援法は，上記検討会の意見の

取りまとめを踏まえた上で，２００８年（平成２０年）春の国会で審議される予定で

あるが，このままでは改正された被災者生活再建支援法は，上記３つの自然災害には

適用されないこととなってしまう。 

 そこで，当連合会は，上記各災害に改正法の遡及適用を認めるべきであると考える。 
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 この点，改正法の遡及適用はあくまで例外的な場合に限定すべきとの考え方もある。

しかし，遡及適用が原則として否定されるのは，改正の効力を遡らせることによって

国民に不利益が生じたり，事務混乱等の支障が生じるところに理由があるのであって，

現在検討されている被災者生活再建支援法の改正内容は，被災者への支援をより充実

させ，事務の簡素化を図るところに目的があるから，遡及適用による条理上の不合理

はそもそも生じない。 

 むしろ，本制度は，自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者が自立し

た生活を再建できるようにするところに目的があるのだから（被災者生活再建支援法

第１条），既に深刻な被災の実態が存在しているのを認識している以上，それに対し支

援・救済することは，制度の目的に合致するものと言える。上記検討会で検討が開始

されたのは２００７年（平成１９年）３月１日であるが，検討の過程で生じた３つの

大災害で生じた課題は，まさに今回の検討の俎上に載せられた課題であり，これらを

対象外とする方が社会的には不合理であり，被災者の復興への意欲や将来への希望を

失わせるおそれさえある。 

 なお，遡及適用については，法適用の公平性の観点から特別な配慮も必要と思われ

るが，前回の改正直後に発生した新潟県中越地震で明らかとなった問題点を残したま

ま，上記３つの災害に現行法をそのまま適用することこそ，硬直的な公平原理に基づ

くものと言うべきである。今回の法改正の検討作業開始後に発生した自然災害に適用

する限りにおいて，決して公平性を損なうことはないと認められ，国民の理解も十分

に確保できる。 

 財政的な面からしても，現行の被災者生活再建支援法の適用対象となる全壊家屋数

は，能登半島地震が約６３０戸，台風第４号が約１８戸，新潟県中越沖地震が約１０

００戸であり，仮にこれら全戸に満額（３００万円）を支給したとしても支給総額は

約５０億円にとどまり，被害規模との比較においても十分に実現可能である。 

 被災地において今後の生活に深刻な不安を抱えている被災者らに対して安心と希望

を与え，自立的な生活再建を可能とし，もって被災地の復興を実現できるようにする

ために，是非とも改正法の遡及適用を行うべきである。検討会において現在検討され

ている論点の中間取りまとめ案には，遡及適用の是非について言及されていないので，

これを盛り込んだ上，実現に向けて具体的に取り組んでいただくことを併せて要望す

る。 

 

以 上 


